
令和３年３月２３日 

在校生及び保護者の皆さま 

日本大学習志野高等学校 

学校長  倉又  勇一 

新型コロナウイルス感染症への学校の対応（第１３報） 

千葉県通知『「緊急事態宣言」の解除に伴う県立学校の対応について（３月１９日）』に基づき，学校の対応を

お知らせいたします。なお，下線部分は（第１２報）からの変更・追加事項です。 

記 

１. 教育活動について 

感染防止対策は継続し，４月８日（木）始業式から，８：３０登校，平常日課（５０分授業）とする。 

完全下校は，月～金 １８：００，土曜日 １５：００とする。 

２. 健康観察について 

（1） 家庭において，毎朝夕，検温及び体調の確認／「健康観察表」に記入（メタモジ管理） 

（2） 発熱や風邪症状が見られた場合 

 担任に連絡の上，家庭で休養する。その期間は欠席とはせず，「出席停止扱い」とする。 

＊ 必ず保護者の方から連絡をお願いいたします。後日，「出席停止届」を提出していただきます。 

 症状別の自宅待機解除基準 

 『症 状』 ① 発熱・風邪症状 

 ② 体温が37.5℃以上もしくは平熱より0.5℃以上高い場合（ 解熱薬や感冒薬の内服中を含む ） 

 ③ 体調に異常のある場合（ 咳，息苦しさ(呼吸困難)，強いだるさ(倦怠感)，味覚異常，嗅覚異常など ） 

 『解除基準』 

＊ 上記①で欠席した場合，症状が消失したら自宅待機を解除します。 

＊ 上記②若しくは③で欠席の場合，以下の❶❷の全ての基準を満たしていることを原則として自宅待機を解除します。 

❶ 解熱後４日経過した。 

❷ 発熱以外の症状が改善後４日経過した。 

３. 学校長裁量による新型コロナウイルスを理由とする出席停止の条件 

※ 詳細は別紙参照 

※ 以下(1)～(4)場合は，必ず学校へ連絡を入れてください。生徒は家庭で休養（出席停止扱い）となります。 

※ 以下(5)（6）の場合は，学校にご相談ください。 

（1） 生徒に，発熱や風邪症状が見られた場合（上記２．(2)記載通り） 

（2） 同居の家族に，発熱や風邪症状が見られた場合 

（3） 生徒または同居の家族が，ＰＣＲ検査（抗原検査含む）を受けることになった場合 

（4） 保健所や医療機関から自宅待機を要請されている場合（濃厚接触者に特定などを含む） 

（5） 基礎疾患があり，新型コロナウイルスに感染することで重症化するリスクが高いという医師の判断による 

診断書が提出され，登校すべきでないと学校長が認めた場合 

（6） 保護者からの相談（感染が不安で休ませたい）があり，学校長が認めた場合 

４. マスクについて 

（1） 身体的距離が十分とれない場合は，マスクを着用し，学校生活(登下校含む)を送る。 

（2） 気温・湿度や暑さ指数が高い日は，熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため，マスクを外す。 

＊ マスクを外す場合は，人との十分な距離を確保し，会話は控えることが望ましい。 

（3） 不織布のマスクが入手できない場合は布マスクを着用する。 

５. 授業について（学校での配慮事項） 

（1） 基本的な留意点 

 個人で学習できる活動を中心に行う。グループ学習や，班での話合い活動等は避ける。 

 生徒全員で一斉に声を出す音読や群読などは行わない。 

 共用の教材，教具，情報機器を使用する前後は，手洗いを行う。 

 授業内容において，濃厚接触等がないように各教科工夫する。（対面での会話をしない等） 

（2） 具体的な主な場面 

① 体育 

 整列集合において，生徒の間隔を２ｍ以上あける。 

 体操補強運動において，２人組での実施はしない。掛け声は行わない。 

 授業終了後，用具の消毒を行う。 



② 音楽 

 原則ホームルーム教室で行う。 

 当面の間，歌唱，リコーダーなど実技は行わない。生徒を集めて実演しない。 

③ 美術 

 原則美術室で行い，２時間続きの授業終了後に消毒を行う。 

 美術室の備品を使用した場合は，授業終了後に消毒を行う。 

 生徒を集めて実演しない。 

④ 家庭 

 当面の間，調理実習は行わない。 

⑤ 情報 

 ＰＣ教室入退出時に，手指アルコールスプレーによる消毒を行う。 

 ＰＣ教室の演習机は，１人１人の机の左右 (中央列は正面にも) に仕切り板(透明)を設置する。 

 ＰＣ実習を伴わない授業は，ホームルーム教室で行う。 

 毎日，キーボードとマウスの消毒を行う。 

 休み時間や放課後等のＰＣ教室自由開放は行わない。 

６. 飲食について 

（1） 飲み物の持参 

 冷水器の使用禁止。水分補給として各自で飲み物を持参する。（購買，自動販売機は通常通り） 

（2） 昼食 

 食事前後に手洗いの励行。机を向かい合わせにしない。マスクを外す時間を最小限とし，会話をできる

だけ控える。 

７. 部活動について 千葉県通知「緊急事態宣言解除後の県立学校における部活動について（3月 19日）」に基づいて 

（1） 本校の「部活動参加にあたってのガイドライン（七訂版）」を作成。（詳細は別紙参照） 

（2） 主な対策 

① 練習時間 ３月２４日～２７日 → 午前３時間以内または午後３時間以内とする。 

 ３月２８日以降 → 通常の練習時間に戻す。 

② 部活動参加生徒の完全下校は，１９：００とする。 

③ 対外試合，合同練習，演奏会等を実施する場合，学校数や人数は必要最小限とし，感染リスクを低減させる。 

８. 図書室，閲覧・自習室の開室について 

（1） 開室時間 図書室 月～金＝１０：００～１７：５０，土曜日＝閉室 ※春期休業中は閉室 

 閲覧・自習室 ４月２日まで 月～金＝１０：００～１６：５０，土曜日＝閉室 

  ４月５日から 月～金＝１０：００～１７：５０，土曜日＝閉室 

（2） 運営方法 

 図書室はカウンターでの貸出業務のみ再開し，当面開架式書架や閲覧席への立入りは禁止する。 

閲覧・自習室は席数を３５に半減する。 

 利用時にはマスクの着用と手指の消毒を行い，用意された名簿に学年・組・氏名・入室時刻・ 

退出時刻を書く。 

９. 生徒共用部の使用について 

下記すべてにおいて，ソーシャルディスタンス（２ｍ以上の距離，最低でも１ｍ以上）を保って使用すること。 

（1） 生徒ラウンジ（２・３階）： 食事は禁止とする。飲水は認める。 

（2） テラス（２・３階）： 飲食禁止とする。 

（3） コモンスペース： 飲食禁止とする。 

１０. 購買（ローソン）の使用について  感染防止のため，入場制限など店員等の指示に従って使用する。 

１１. その他 

（1） その他の学校での対策 

 室内の換気を行う。エアコンを使用する際も同様とする。 

 手洗いや咳エチケットの徹底（クラスで注意喚起，各所にポスター貼付） 

 生徒昇降口及び各教室に手指消毒液の設置 

 教員によるドアバー，掃除用具等の備品の消毒 

 清掃時，使い捨て手袋の用意（令和２年６月１日より） 

（2） 下校及び外出時の対策 

 下校時の飲食等は厳に慎み，寄り道をせず，速やかに帰宅する。 

 登下校で公共交通機関を利用する際は，マスクを着用し，会話を慎む。 

 感染リスクの高い場所への不要不急の外出は極力控える。 

以上 


